
役員報酬の支給に関する規定はなく、特定非営利活動法人 ESAアジア教育支援の会の定款第 15条に基

づき役員は無報酬とし、職務を執行するための費用 (交通費など)を実費で支給している。

令和 2年 2月 25日

特定非営利活動法人

ESAアジア教育支援の会



特定非営利活動法人 ESAア ジア教育支援の会 定款

第 1章  総 則

(名 称)

第 1条 この法人は、特定非営利活動法人 ESAア ジア教育支援の会と称す。

英 文名 は 、 Education SpOnsOrship in Asiaと す る。 略 称 は 、 ESAと す る。

(事務所)

第 2条 この法人は、事務所を東京都狛江市東和泉 1丁 目23番 3号に置く。

(目 的)

第 3条 アジアの貧しい子どもたちが、教育や職業訓練などを受けられるよう支援する。これに

よって多くの子どもたちの自立と地域住民の生活向上をはかり、地域社会の発展と、さら

には世界の平和に寄与することを目的とする。

アジアの人々への理解と友好を深め、互いに支え合いながら共に生きる社会の実現を目

指し、もって不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第 4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1)社会教育の推進を図る活動

(2)人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(3)国際協力の活動

(4)男女平等参画社会の形成の促進を図る活動

(5)子 どもの健全育成を図る活動

(事業の種類)

第 5条 この法人は、第 3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事

業を行 う。

(1)ア ジアの貧 しい子どもたちが基礎教育や職業訓練を受ける教育支援事業。

(2)教育施設や備品、職業訓練の施設や用具などの整備事業。

(3) 親や地域住民が教育への理解を深め、向上心を培い、人間にふさわしい暮 しを

求める努力を励まし、生活の改善、収入増、福祉の向上をはかる事業。

(4)ア ジアの歴史や文化を学び、社会的問題をはじめ種々の課題がある現状の理解

と関心を高め、アジアの人々と友好親善をはかる事業。

(5)会員 とアジアの人々とが精神的、物質的わかちあいを通 して、地球家族 として

支え合い、共に生きる喜びをひろめる活動。

(6)国内及び海外の同じ目的をもつ関係団体や組織などとの協力。

(7) その他この法人の目的を達成するために必要と認められる事業

2 この法人は、次のその他事業を行 う。

物品販売事業

3 前項に掲げる事業は、第 1項に掲げる事業に支障が無い限り行 うもとのし、その収益は、

第 1項に掲げる事業に充てるものとする。

第 2章  会 員

(会員の種類 と定数 )

第 6条 この法人の会員は次の 2種とし、運営会員をもって特定非営利活動促進法 (以下「法」とい



う。)上の社員とする。

(1)運営会員

この法人の目的に賛同し、本法人の活動を支援するために入会した個人又は団体
(2)賛助会員

この法人の目的に賛同し、本法人の活動を賛助するために入会した個人又は団体
2 運営会員及び賛助会員については、運営総会の決議で会員規定を別に定める。
3 運営会員の数は25名以上とする。

(入会)

第 7条

2

(会 費)

第 8条 会員は、運営総会において別に定める会費を納入しなければならない。

３

　

　

４

会員の入会について、特に条件は定めない。

会員として入会しようとする者は、その旨を記載した入会申込書を理事会に提出するも
のとする。

理事会は、前項の申し込みがあった場合、正当な理由がない限り、入会を認めなければ

ならない。

理事会は第 2項の者の入会を認めないときには、速やかに、理由を付した書面をもって

本人にその旨を通知しなければならない。

(退会)

第 9条

2

第 3章  役 員

(種別及び定数)

第 10条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事  6人 以上 12人以内

(2)監事  2人

会員は本人の申出により、任意に退会することができる。

会員が次の各号のいずれかに該当するときは退会したものとみなすことができる。

(1)継続 して 1年以上会費を滞納したとき

〈2)本人が死亡し、若しくは失そう宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき

(3)団体が解散 (合併による解散を除く。)、 又は破産したとき

(選 任 )

第 11条
2

3

理事及び監事は、運営総会において運営会員の中から選任する。

理事長 1名 と副理事長 1名 ないし2名 は、理事の互選により選出する。

監事は、理事又は職員を兼ねることができない。

理事長は、この法人を代表し、その業務を総括する。

副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、

その職務を代行する。

理事は、理事会を構成し、この定款の定め、運営総会及び理事会の議決に基づき、こ

の法人の業務を執行する。

監事は、次にあげる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)こ の法人の財産の状況を監査すること。

(3)前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又

は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、こ

(職 務)

第 12条
2

3

4

2



(任 期)

第 13条
2

3

れを運営総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、運営総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ

ること。

役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないが、連続 しての 4選は認めない。

役員の辞任又は任期満了により、第 10条に定める最小の役員数を欠く場合には、後

任者が就任するまではその職務を行なわなければならない。

第 1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任 されていない場合には、任期の末 日後

最初の運営総会が終結するまでの間、前任役員の任期を伸長することができる。

役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、運営総会の議決により、これを解任

することができる。

(1)心身の故障のため、職務遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会

を与えなければならない。

役員は無給とする。ただしその職務を執行するために要した費用を、弁償することが

できる。

(解 任)

第 14条

2

(報 酬)

第 15条

(顧 問)

第 16条 理事会によって推薦された顧間を置くことができる。

第 4章 会 議

(種 別 )

第 17条
2

この法人の会議は、運営総会及び理事会の2種とする。

運営総会は、通常運営総会及び臨時運営総会とする。

(運営総会の構成と招集)

第 18条 運営総会はこの法人の最高意志決定機関であり、運営会員をもって構成する。

2 通常運営総会は、毎年 1回理事長が招集する。

3 臨時運営総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1)(2)の 場合は、

理事長は速やかに招集しなければならない。

(1)理事会が必要と認め、招集の請求をした場合

(2)運営会員の5分の 1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合

(3)第 12条第4項第4号の規定により、監事が招集した場合

4 運営総会を招集する場合は、日時、場所、会議の目的たる事項と内容を示 した書面で、

開会 日の 7日 前までに招集通知を発信 しなければならない。

(運営総会の権能)

第 19条 運営総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3) 事業報告及び決算
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賃金規程

第 1章 総則

(目 的 )

第 1条  この規程は,就業規則第47条 の規定に基づき,ス タッフの賃金に関する事項を定めたも
のである。

|(適 用 )

第 2条  この規程は,就業規則第6条の規定によつて採用 されたスタッフに適用する。

2 管理職にあるスタッフについては,第 11条 の時間外および第12条 の休 日労働に対する割増賃

金の規定は適用 しない。

(賃金の定義 )

3条  この規程に定める賃金 とは,労働の対象 として支払われる通常の賃金,賞与および退職

金を総括 したすべてのものをい う。

(賃金の支払形態 )

4条 賃金の支払形態は,次 のとお りとする。

(1) 月給制

基本給を月給をもって定め,病気または事故等により休職処分を受けるまではその全額

を支給するもの

(2)時 給制

基本給を時間給をもって算出するもの

(賃金体系 )

5条 賃金体系は基本給及び諸手当とする。

諸手当は次のとお りとする。

(1) 事務局長手当

(2)通 勤手当

(3) 時間外労働手当

(4) 休 日労働手当

(賃金の支給停止)

第 6条  スタッフが労災保険により業務上の傷病に対する休業補償給付または通勤災害の傷病に

対する休業給付もしくは健康保険による傷病手当金を受給する期間は,当該法令上認められる

場合を除き,通常の賃金は支給しない。

第 2章 賃金の決定

(基本給 )

第 7条  基本給は,ス タッフの年齢,学歴,経験,職務等を総合的に判断 し,別 に定める基準によ

って決定する。

2 中途採用者の基本給は,前項の基準に準 じ,前歴その他の事情を考慮 して決定する。

(遅刻、早退、私用外出をした場合の扱い)

第8条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、 1時間あた りの賃金額に欠勤、遅刻、

早退及び私用外出の合計時間数を乗 じた額を差 し引くものとする。常勤従業員の 1時間あた り

の賃金額は次の計算のとお りとする。

第
１
２
１

１
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|(事務局長手当)

第9条 事務局長手当は,事務局長の職にある者に対し支給し、支給金額はその都度ESAが定め
る 。 ′

(通勤手当)

10条 通勤手当は,実費を支給するものとし、1日 の往復の上限額を1,500円 とする。

(時間外手当の計算 )

11条  ESAは ,ス タッフ代表 との書面による協定に基づき,時間外労働を行つたスタッフに
対 して,次の割増率により計算 した時間外手当を支給する。

月給制の場合

基本給/1ヶ 月平均所定労働時間数 ×1.25× 時間外労働時間数
時給制の場合

時間給 ×1.25× 時間外労働時間数

前項に定める時間外労働は,休 日労働の うち,法定外休 日における労働時間を含めるもの と
する。

Ｌ
錦
・・，

第

(休 日労働手当の計算 )

12条 休 日労働手当は,次の計算によつて支給する。
(1)法定休 日の場合

法定休 日の休 日労働手当は,時間外労働手当の計算方法を準用するが,割増率は0.35と

する。

(2)法定外休 日労働の場合 (祝祭 日,週休 2日 制の土曜休 日等 )

法定外休 日労働手当の計算方法は,時間外労働手当の計算方法を準用するが,割増率は
0.25と する。

(深夜労働手当の計算 )

13条 深夜労働手当は,深夜時間 (午後10時から午前5時までの間)に 労働 した場合に支給する。
計算方法は時間外労働手当を準用するが,割増率を0.25と する。

(年次有給休暇の賃金計算 )

14条 年次有給休暇は,通常の賃金を支給する。

第
1

(休業手当)

15条 就業規則の規定によリスタッフを休業させたときは,平均賃金の100分の60の 休業手当を
支給する。ただし,ESAが 政府の補助金を得て休業させるときは,100分の60を 超えて支給す
ることがある。

(端数計算 )

第16条 時間外労働 ,休 日労働および深夜労働時間の計算において,月 の合計で30分未満の端数
|が あるときはこれを切 り捨て,30分以上の端数があるときはこれを 1時間として計算する。
‐2 遅刻 。早退の場合における時間計算も同様 とする。

|(賃金の支払 日)

第17条  賃金は,月 の16日 から翌月 15日 を計算期間とし、毎月30日 に支払 う。ただ し,支払 日が

休 日の場合は,そ の前 日に支払 うものとする。

(非常時払い)

18条  次の各号の一に該当する場合において,ス タッフが請求 したときは,既往の労働に対す
る賃金を支払 う。

2/3
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)賃 金またはその収入によって生計を維持する者が,出産 し,疾病にかか り,ま たは災害を受
けた場合

)ス タッフまたはその収入によって生計を維持する者が,結婚 し,ま たは葬祭 を行 う場合
)前 各号のほか,ESAが やむを得ない事由があると認めた場合

(退職時の賃金支払い)

19条  スタッフが退職 し,

から請求があったときは ,

または解雇 され,も しくは死亡した場合において,本人または遺族
7日 以内に賃金を支払 う。
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第 4章

(遺族の範囲および順位 )

20条  前条に規定する遺族の範囲および順位は,労働基準法施行規則第42条および第43条の定
めるところによる。

(賃金の支払方法 )

19条  賃金は,通貨で直接従業員に,その全額を支給する。ただし,ス タッフが希望するとき
は,指定の金融機関の回座に振 り込むものとする。

賃金は,次に掲げるものを控除 して支払 う。

(1)源泉所得税

(2)地方税

(3)社会保険料

(4)ス タッフの過半数を代表する者 と控除協定 したもの

3 日座振込の場合は、所定賃金支払 日の午前 10時 までに払出しができるよう措置するものと

する。

昇給

(昇給 )

21条 昇給は,毎年 4月 1日 付をもって基本給について行 うものとする。ただし,ESAの 業
績に著 しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、この限 りではない。

昇給額は、スタッフの勤務成績等を考慮 して各人ごとに決定する。

第 章 賞与

(賞与 )

22条  夏季及び年末にESAの 業績により賞与を支給することがある。
前項の賞与の支給条件、支給期 日は、その都度定める。

(施行 日)

1条  この規程は,平成24年度 第6回理事会で承認 され、平成24年 12月 1日 より施行する。
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書式第 17号 (法第55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項を記載した書類

法人名 特定非営利活動法人 ESAアジア教育支援の会 事 業年 度 平成 31年 1月 1日 ～令和 1年 12月 31日

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動
促進法施行規則第32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

受取会費 774,000円

受取寄付金 30,641,392円

受取助成金等 1,800,000円

普及啓発事業収益 285,000円

その他事業収益 9,215,336円

受取利息 101円

雑収益 30,058円

円

円

円

円

円

円

円

′ヽ
ロ 計 42,745,887円

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

該当なし

借 入 4=
ノし 金    額

該当なし 円

円

円

円

円

合 計 円

(3)その他



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1}資産の譲渡に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

(2)資産の貸付けに係る料金及び条件等

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

(3)役務の提供に係る料金及び条件等

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

講師派遣 30,000円 企業向け講師料

講師派遣 3,000円 狛江市の保育園向け講師料

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

10,000,000円 寄付金

2,905,000円 寄付金

1,000,217円 寄付金

1,000,000円 教育環境整備事業のための助成金

605,315円 寄付金

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

5,530,563円
教育支援費及び

教育環境整備費

4,937,605F【 ]

教育支援費及び

教育環境整備費

4,382,747円 教育支援費

1,742,285円
教育支援費及び

教育環境整備費

1,560,000円 事務所家賃

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人 との

関  係
住所又は所在地

役務の提供年

月 日
対 価 の 額 役務提供の内容等

平成 31.1.1～

令和 1.12.31
50,000円 税理顧問報酬

平成 31.1.1～

令和 1.12.31
30,000円 ベンガル語翻訳料

令和 1828 30,000円 紙芝居作成費

令和 1.12.14 30,000円 施設使用料

円

円

円

円

円

円



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

5 給与の総額等に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

4人 5,740,152円

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び
にその実施 日]

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

I131.4.3

I131.4.3

H31.4.3

I131.4.3

大学学教育支援費

大学学教育支援費

大学学教育支援費

大学学教育支援費

42,480円

26,550円

36,108円

57,171円

円

円

円

円

円

合   計 円

実  施  日 使 途 金   額

I131.1.28.

I131.2.13.

H31.2.13

I131.2.13

I131.2.26

チッタゴンの教師 トレーニング費用、教育支援費

トリッチーの教育支援費

チェンナイの教育支援費

チッタゴンの教育支援費

シレットの教育支援費と教育環境整備費

230,095円

224,460円

122,292円

1,089,369円

3,382,831円

I131.3.13

I131.3.29

I131.4.9

I131.4.9

I131.4.9

I131.4.9

ダッカの教育支援費

チッタゴンの教育環境整備費

ダージリンの教育支援費

トリッチーの教育支援費

チェンナイの教育支援費

チッタゴンの教育環境整備費

669,679円

529,101円

3,081,764円

1,000,125円

274,522円

615,283円



実 施  日 使 途 金   額

I131.4.16

Rl.5.15

Rl.5.20

Rl.6.12

Rl.7.8

チッタゴンの教育支援費

ダージリンの教育支援費

チッタゴンの教育支援費

ダッカの教育支援費

チッタゴンの教育環境整備費

5",744円

1,3(Ю,983円

313917円

83■ 751円

“

L"1円

Rl.7.11

Rl.7.11

R1911

Rl.9.10

Rl.9.17

チッタゴンの教育支援費

シレットの教育支援費

チッタゴンの教育支援費

チッタゴンの教育支援費

トリッチーの教育環境整備費と旅費

477,7:Ю 円

2,147,732円

“

8,22円

212,875円

517,7(X)P]

Rl.10.25 チッタゴンのスキルトレーニング費 149,3田 円



書式第 7号 (法第 44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第 3表 ) (初葉)

法人名 特定非ゼ素|」活動法人 ESAアジア教育支援の会 チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1}役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること
ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること
二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

C主 2)

各欄の人数等|ム 第3表付表1「役員の状況」から転記してください。

Cttα〕こついてIよ 小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださし、

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷⑥

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の規

族等」のグノい―プの人数

割 合

(④÷③

① ② ③ ④ ⑤

③
平成 31年 1月 1日 ～

令和1年 12月 31日 8人 0人 0% 0人 0%

⑥ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

Er/\

r/\!\.i

はい

いいえ

はい

いいえ

∝意申Q
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)Iよ 法第関条第1項に基づく書類 (役員莉日胸訴嬰●提出書類Dの提出時においても

=蒻
配及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつて1よ 法第5条第:項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事項について、

添付を省略することができます。

/

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

堡L菫当主登」i[曇≦こと11塁Z二曇奎璽Iヨ」自区墜堕■豊量塞2E畳壼」堕Ω盤ヨ」を添付してくださし、

項
日

【 ④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申言郭寺

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい
はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

帳簿書類の備付け、取引の記録及中 の保存
を青色申告法人に準じて行つている いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
日

【 ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申言郭寺

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

謝がある等の7S芭正な経理の有無
有 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

第3表 (りCD

儀意事③

認定の有効期間の更新の申請に当たつてfよ 法第関条第1項に基づく書類|(役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改
めて記載する必要はありません。

「認定基準等チェック表」(第 3表)記載要領

○ 二において、「費途が明らかでないもの」と|よ 法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽこしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできま‐せん。

項 目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「0～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会則 第○条に『各正会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のように記載します|。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに訪載します。

ハの各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに記載する各期

間 (「③」から「①」)を示したものです。

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「は堂L
二亘O」 した場合には監査証明書を添

付してくだ塾主

② 時壽書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行っている」/) fltt, ! l: fO
した場創こ|よ 第3表付表2「帳簿組

綱′)I趙寇| し添付してくださ

セ≧L
二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から
'①

」については、イに記載する各期

間 (「④」から
'①
」)を示したものです。

記載要領の補足



書式第 8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況

第 3表付

法人名 特定非営利活動法人 ESAア ジア教育支援の会 ○ ⑮ ◎ ③ ◎ 申請時

8人

0人最も人数が多い「親族等」のグループの人数

{2)最 も人数が多い「特定の法人の役員又は使用人
である者及びこれらの者の親族等jのグループの人数

役 員 数

0人

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

役 員 の 内 訳

就任等の状況
氏名 住所又は所在地 職名 続柄等

④ ⑥ ◎ ① ◎ 中

"時

就任・退任
年月日

福井孝子 理事 ○
平成25年 3月 25日 就任
平成31年3月 25日 退任

大田直人 理事 ○ 平成26年3月 25日 就任

二階久仁子 理事 ○ 平成27年3月 25日 就任

ムンシ

カ リル ラ

アザ ド

理事 ○ 平成27年3月 25日 就任

小川 隆 理事 ○ 平成30年 3月 25日 就任

青木めぐみ 理事 ○ 平成30年3月 25日 就任

小沼美由紀 理事 ○ 平成30年3月 25日 就任

西村 健 監事 〇 平成30年3月 25日 就任

平成30年 3月 25日 就任竹内律江 監事 ○

■

■

■

■
一
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
一
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

‐
■

■

■

■

■
一
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
一
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
一
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■
一
一
一
一
■
一
一

1



書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第 3表付表 2

法 人 名 特定非営利活動法人 ESAアジア教育支援の会

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳
パソコン会計ソフト「会計王」

使用、ルーズリーフ
週 1回 7年

仕訳日記帳
パソコン会計ソフト「会計王」

使用、ルーズリーフ
週 1回 7年

給与台帳
エクセル使用、

ルーズリーフ
月 1回 7年

棚卸台帳
エクセル使用、

ルーズリーフ
週 1回 7年



法人名 特定非営利活動法人 ESAアジア教育支援の会 チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

人と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上

であること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

ロ

イ

項 目 ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申言剤寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動
有 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動
有 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対する活動

有 1有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報馴又は給与の支給に関して特別の利益の供

与の有無

有 。無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法の間の資産の議渡等に関して特別の利益の供与

の有無

有 有・無 有・無 有・無 有 。無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特男!」¢月.溢の供与の有無
有 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する1謝附の

有無

有 有。無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第 4表 ) (初葉)

ω意1中Q
・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類Dの提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉如 (ハ及び二)の1己級 び添付の必日まありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつてIよ 法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書E)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。

/

有(D



法人名 特定非営利活動法人 ESAアジア教育支援の会 チェッタ欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

項等を記載した書類           :
へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

/

次に掲げる書類について閲覧の詰1求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧にBける細剛 (劇υ麒販lD等がある場舒こ:よ その細則 (准レ翻規貝:D等を添付してくださし、

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:割励

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具仲的な事業の内容を記載した書類

前事鎖争
「

度|¢イL員将口t又 |ま頗 .来}与
`):支

К罰こ殷}ケるメ提程

ホ

次の事項を記載した:書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の護渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 割附者 (役員、役員
`額

己偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

割附金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の氏名並aこその寄附金の額及て聯 月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並αこその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又lま鎧践の持出しを行った場創こおけるその金額及び使途並dこその実施日

助成金の支給を行った場創こ事後に赫 に提出した書類の写し

書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(滋中Q
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づ〈書類|(役員輌酬規程等提出書類)の提出時に1融 び添付する必要

があります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては 添付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営和幅]法人 ESAアジア教育支援の会

認定基準等チェック表  (第 6表 )

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定ブ1増オI括ワ混進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑮ ◎ ① ◎ ①

有 鉦
ヽ 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無 有 ・ 無

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェック‖用

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

G意事Q
・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たつては 認定基準等チェック表 (第 6表及び第8わ

Iよ 記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第1項に基づく書類 (役員報酬勝課雲尉目出書類Dに耐載した事項について、改めて配職する必要はありません。

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

/

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他会益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7コ :よ 法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書罰 の提出時に記載及

び添付する必要があります。

③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 有 ・ 無 有 ・ 無 有 狂
ヽ 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無



書式第 15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営オ1括動法人 SAアジア教育支援の会 チェック欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人

は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され

た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな

し嗜

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等い )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等は2)

2 認定又は特鰐認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (2

の
|

「 4

と し
ら

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

6 次のいずれかに該当する法人

イ 果力団
口 暴力団又は暴力国の構成員等の統制下にある法人

認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 はい6ヽ
「

えヽ

次のいずれかに該当する法人

暴力団 はい いいえ

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 はい レヽ えヽ

役員のうち、次のいずれ力ヽこ該当する者の有無

認定特J者
":悟

動法人が認定を取り消された場合又は特伊喘定特定非営利滞動占M｀特伊縣定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定

特定非営和括J法人又は当

"刻

寺,1熙調讀ヤ定非営オ1括ヨ法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しなし渚の有無

有

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しない者の有無
有

特気りP営利混僣脱日筐法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

飛腋第2∝ 条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に販 したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有

暴力団の構成員等の有無
′
~ヽ

有 ・(無 )

いいえはい定款又は事業計画1書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しなし漱
はい Ir \V \i

耐
議

認定、特,ぼ定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上聾4墜壺困聾塑姐肇彗塁壁重埜睦:塁堕型l□:握]塑ヨ:

_1窒2∠LL」医壺L塾堕墨饉塑自堡歯菫丞I狂垂聖I奎LE`L堂菫」
=ヨ

ニユ」L置□塑里2E堡
`塾

壼□匿菫⊇」ヨこ奎笙菫⊇二生___

(注 1)その他の事ワワ
"｀

ある場舗よ その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬槻程等提出書には添付不要

はい いいえ国帥琢 る動 I朗枚 1測訪税1蘇る重力E算金を課された日から3年を経過しない法人

1

′

イ

ロ




